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１．新・全国統一指標
◆工事
①地域平準化率（施工時期の平準化）
②週休2日対象工事の実施状況（適正な工期設定）
③低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）

◆業務
①地域平準化率（履行期限の分散）
②低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）

２．九州独自指標
◆工事

①最新の積算基準の適用条件及び基準対象外の際の対応状況
②設計変更ガイドラインの策定・活用状況

◆業務
①ウィークリースタンスの実施



１．新・全国統一指標

◆工事
①地域平準化率（施工時期の平準化）

◆業務
①地域平準化率（履行期限の分散）
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①国庫債務負担行為の積極的活用

適正な工期を確保するための国庫債務負担行為（2か年国債（注1） 及び

ゼロ国債（注2））を設定し、閑散期の工事稼働を改善

〈2ヶ年国債＋当初予算におけるゼロ国債〉

令和２年度予算案：約3,200億円 （平成30年度：約3,100億円）

※平成29年度から当初予算におけるゼロ国債を設定（業務についても平成31年度から新たに設定）

※令和２年度予算案の内訳は、2ヶ年国債 約2,000億円、ゼロ国債 約1,200億円（業務含む）

③地方公共団体等への働きかけ

地域発注者協議会等を通じて、自治体ごとの平準化の進捗や取組状況の見える化
を図るとともに、取組の進んでいない自治体に対して直接ヒアリングなども行いながら、
継続的にフォローアップを実施。

注１：国庫債務負担行為とは、工事等の実施が複数年度に亘る場合、あらかじめ国会の議決を経て後年度に亘って債務を負担（契約）
することが出来る制度であり、２か年度に亘るものを２か年 国債という。

注２：国庫債務負担行為のうち、初年度の国費の支出がゼロのもので、年度内に契約を行うが国費の支出は翌年度のもの。

②地域単位での発注見通しの統合・公表の更なる拡大
全ブロックで実施している国、地方公共団体等の発注見通しを統合し、

とりまとめ版を公表する取組の参加団体を拡大
※参加状況の推移：平成29年3月時点：約500団体（約25%）  令和2年3月時点：1960団体（約98%）
国、特殊法人等：206/213、都道府県：47/47、政令指定都市：20/20、市町村：1687/1722（令和2年3月時点）

発注見通しの統合・公表のページ（イメージ）

公共工事 稼働件数の推移（全国）

H28 H29 H30 R1

発注者は積極的に計画的な発注や施工時期の平準化のための取組を実施する。
具体的には、中長期的な工事の発注見通しについて、地域ブロック単位等で統合

して公表する。また、繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒しなどの
取組により施工時期の平準化に取り組む。

【工事/必ず実施】 施工時期等の平準化
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【業務/必ず実施】 履行期間の平準化

発注者は積極的に計画的な発注や施工時期の平準化のための取組を実施する。
具体的には、繰越明許費・債務負担行為の活用や入札公告の前倒しなどの取組に

より施工時期の平準化に取り組む。
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発注・施⾏時期の平準化のイメージ
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R2.12 ・九州ブロック発注者協議会において、地域平準化率のR６年度目標値０．８を設定
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１．新・全国統一指標

◆工事
②週休2日対象工事の実施状況（適正な工期設定）
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【工事/必ず実施】 適正な工期設定

工期の設定に当たっては、工事の内容、規模、方法、施工体制、地域の実情等を踏まえた
施工に必要な日数のほか、工事に従事する者の休日、工事の実施に必要な準備・後片付け期
間、天候その他のやむを得ない事由により工事の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮
する。また、週休２日を実施する工事については、その分の日数を適正に考慮する。

準備期間 後片付け期間

工種区分 従前の設定 最低必要日数 従前の設定 最低必要日数

鋼橋架設工事 30～150 日 90 日 15～20 日

20日

ＰＣ橋工事 30～90 日 70 日 15～20 日

橋梁保全工事 30～50 日 60 日 15～20 日

舗装工事（新設工事） 30～50 日 50 日 15～20 日

舗装工事（修繕工事） 30～40 日 60 日 15～20 日

道路維持工事 30～50 日 50 日 15～20 日

河川維持工事 30～50 日 30 日 15～30 日

電線共同溝工事 30～50 日 90 日 15～20 日

⼯期設定⽀援システムの導⼊ ⼯事⼯程の受発注者間での共有

準備・後⽚付け期間の⾒直し

○ 施工当初段階において、工事工程のクリティカルパスと関連する未解決課題
の対応者・対応時期について共有することを受発注者間でルール化

工程表作成支援システム（イメージ）

○ 工期設定に際し、歩掛かりごとの標準的な作業日数や、標準的な作業手順を
自動で算出する工期設定支援システムを導入

○ 工事規模や地域の状況に応じて、準備・後片付けに最低限必要な日数を設定

工期設定支援システムの主な機能

① 歩掛毎の標準的な作業日数を自動算出

② 雨休率、準備・後片付け期間の設定

③ 工種単位で標準的な作業手順による
工程を自動作成

④ 工事抑制期間の設定

⑤ 過去の同種工事と工期日数の妥当性の
チェック

＜工事工程共有の流れ＞

① 発注者が示した設計図書を踏まえ、
受注者が施工計画書を作成

② 施工計画に影響する事項がある
場合は、
その内容と受発注者間の責任分担を
明確化

③ 施工途中で受注者の責によらない
工程の遅れが発生した場合は、
それに伴う必要日数について必ず
工期変更を実施

余裕期間制度の活⽤
○実工期を柔軟に設定できるよう6ヶ月を超えない範囲で余裕期間を設定する制度

余裕期間

実工期

発注時

契約時

実工期

発注時

余裕期間

全体工期＝余裕期間＋実工期

実施工事期間

契約時

実工期

①「発注指定方式」 ： 余裕期間内で工期の始期を発注者があらかじめ指定する方式

②「任意着手方式」 ： 受注者が工事開始日を余裕期間内で選択できる方式

余裕期間

余裕期間

工期の始期を指定

範囲内で受注者が契約時に選定
実工期期間は変更出来ない

③「フレックス方式」 ： 受注者が工事始期と終期日を全体工期内で選択できる方式

※）全体工期内で受注者が実工期を選択

工期の始期を選定

工期の始期を選定 工期の終期を選定

受注者が工期を選定

※１ 余裕期間 ： 技術者の配置必要なし、現場着手してはいけない期間（資機材の準備は可、現場搬入不可）
※２ 実工期・実施工事期間 ： 技術者の配置必要、準備・後片付け期間を含む。

■直轄工事における適正な工期の設定に向けた取組
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※ 厚⽣労働省「毎⽉勤労統計調査」年度報より国⼟交通省作成

実労働時間及び出勤日数の推移 （建設業と他産業の比較）

○ 年間の総実労働時間については、全産業と比べて340時間以上（約２割）長い。また、20年程前と比べて、全産
業では約255時間減少しているものの、建設業は約50時間減少と減少幅が小さい。
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◯ 建設工事全体では、技術者の約４割が４週４休以下で就業している状況。

建設業における技術者の休日の状況

出典：日建協「2020時短アンケート」を基に作成

【注】
※建設工事全体には、建築工事、土木工事の他にリニューアル工事等が含まれる。
※日建協の組合員の技術者等を対象にアンケート調査。
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建設業の新３K（給与・休暇・希望）を実現するため、国⼟交通省直轄⼯事において各種モデ
ル⼯事（総合評価や成績評定での加減点）などの取組を実施。
中⻑期的な建設業の担い⼿を確保し、地域の安全・安⼼や経済を⽀える。

新３Kを実現するための直轄⼯事における取組

給与
「労務費⾒積り尊重宣⾔」

促進モデル⼯事★

• ⽇建連による「労務費⾒積り尊重宣
⾔」を踏まえ、下請企業からの労務費⾒
積を尊重する企業を、総合評価や成績
評定において優位に評価。

• R2.1⽉より⼤規模⼯事を対象に、関
東地整で先⾏的にモデル⼯事を発注。

• R2年度は全国でモデル⼯事を発注。
＜R3年度契約件数＞

促進モデル⼯事 34件
※R4年度は集計中

CCUS義務化モデル⼯事等★

• 新たに、⼀般⼟⽊において、CCUS活
⽤の⽬標の達成状況に応じて成績評
定を加減点するモデル⼯事を発注。

＜R3年度の公告件数＞
義務化モデル⼯事 65件
活⽤推奨モデル⼯事 94件
※R4年度は集計中

休暇
週休2⽇対象⼯事★

• 週休2⽇の確保状況に応じて、労務費
等を補正するとともに、成績評定を加減
点する「週休2⽇対象⼯事」を発注。

＜これまでの実績＞
165件(H28年度)
→1,106件(H29年度)
→2,745件(H30年度)
→4,450件(R1年度)
→6,853件(R2年度)
→7,300件(R3年度）

※R4年度は集計中
適正な⼯期設定指針

• 適正な⼯期を設定するための具体的・
定量的な指針をR2.3に策定・公表。

＜主な内容＞
施⼯実⽇数のほか、準備・後⽚付け
期間、休⽇、天候等を考慮
余裕期間制度の原則活⽤
受発注者間の⼯事⼯程の共有

希望
i-Constructionの推進★

• 建設現場の⽣産性を向上するため、必
要経費の計上とともに総合評価や成績
評定を加減点する「ICT施⼯」を発注。

＜これまでの実績＞
584件（36%） (H28年度)
→918件（42%）(H29年度)
→1,104件（57%）(H30年度)
→1,890件（79%）(R1年度)
→2,396件（81%）(R2年度)
→2,264件（84%）(R3年度)

※R４年度は集計中
中⻑期的な発注⾒通しの公表

• 改正品確法を踏まえ、R2年度より中⻑
期的な⼯事発注⾒通しを作成・公表。

誇り・魅⼒・やりがいの醸成
• 建設業のリブランディングに向けた提⾔を

R2.1にとりまとめ。

★総合評価や成績評定におけるインセンティブやペナルティによって取組を推進 21



建設業における時間外労働規制の見直し（働き方改革関連法）

見直しの内容「労働基準法」（平成30年６月成立）
罰則：雇用主に６か月以下の懲役又は３０万円以下の罰金

原則
（１） １日８時間・１週間 40時間

（２） 36協定を結んだ場合、協定で定めた時間まで時間外労働可能

（３） 災害その他、避けることができない事由により臨時の必要がある場合には、労働時間の延長
が可能（労基法３３条）

３６協定
の限度

・原則、①月45時間 かつ ②年360時間（月平均30時間）

・特別条項でも上回ることの出来ない時間外労働時間を設定
③ 年 720時間（月平均６０時間）
〇 年 720時間の範囲内で、一時的に事務量が増加する場合にも上回ることの

出来ない上限を設定
④a. ２～６ヶ月の平均でいずれも 80時間以内（休日出勤を含む）
④b. 単月 100時間未満（休日出勤を含む）
④c. 原則（月 45時間）を上回る月は年６回を上限

○労働基準法の改正により、時間外労働規制を見直し
○違反した場合、雇用主に６か月以下の懲役又は３０万円以下の罰金
○大手企業は平成３１年４月から、中小企業は令和２年４月から適用

22
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週休２日対象工事
○ 直轄⼯事においては、週休2⽇を確保できるよう、適正な⼯期設定や経費補正を実施。
○ 令和6年4⽉から、建設業においても罰則付きの時間外労働規制が適⽤されることを踏まえ、計画的に週休2⽇を推進。

週休２⽇⼯事の実施状況（都道府県・政令市(計67団体)）

4週6休 4週7休 4週8休以上
労務費 1.01 1.03 1.05

機械経費(賃料)* 1.01 1.03 1.04
共通仮設費率* 1.02 1.03 1.04
現場管理費率* 1.03 1.04 1.06

週休２⽇の推進に向けた取組（直轄）

■⼯事成績評定による加点
４週８休を実施した⼯事について、「⼯程管理」の項⽬において加点評価

■週休2⽇の実施に伴う必要経費を計上
• 平成29年度より共通仮設費、現場管理費、平成30年度より労務費、機械経費

(賃料)について、現場閉所の状況に応じて補正係数を乗じ、必要経費を計上。
• 令和５年度は、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費、現場管理費の補正係

数を引き続き継続。

休⽇率 4週6休以上
7休未満

4週7休以上
8休未満 4週8休以上

労務費 1.01 1.03 1.05
現場管理費 1.01 1.02 1.03

■週休2⽇交替制モデル⼯事の試⾏
• 令和元年度より試⾏を開始した交替制による休⽇確保を推進するモデル⼯事

の補正係数を令和５年度も継続。

*週休２⽇の実施により、現状より⼯期が⻑くなることに伴う必要経費に関する補正

■H29年度 実施済３９団体
■H30年度 実施済５６団体
■Ｒ１年度 実施済６６団体
■Ｒ２年度 実施済６７団体
■Ｒ３年度 実施済６７団体

直轄⼯事においては、令和6年4⽉の時間外労働規制の適⽤に先駆け、令和5年度には原則として全ての⼯事で発注者指定⽅
式により週休２⽇を確保することを⽬指して取組を順次拡⼤。

週休２⽇⼯事の実施状況（直轄）

3,841
実施件数6.7倍

対象件数4.7倍824

6,091
実施件数2.5倍

対象件数1.6倍

7,780
実施件数1.6倍

対象件数1.3倍

実施件数1.5倍
7,746

5,595 

750 
726 186 

7,257件
(R4年度)

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
公告件数

(取組件数)
824

(165)
3,841

(1,106)
6,091

(2,745)
7,780

(4,450)
7,746

(6,853)
7,492

(7,300)
7,284

(7,257)
実施率 20.0% 28.7% 45.0% 57.1% 88.5% 97.4% 99.6%

※令和5年３⽉末時点
※令和4年度中に契約した直轄

⼯事を集計（営繕⼯事、港湾
空港除く）

※令和4年度の取組件数には
取組協議中の件数も含む

7,492
実施件数1.1倍

現場閉所
（発注者指定⽅式）

現場閉所
（受注者希望⽅式）

交替制モデル
（発注者指定⽅式）

交替制モデル
（受注者希望⽅式）

7,284

■Ｒ４年度 実施済６７団体
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発注者指定 週休２⽇

受注者希望 週休２⽇

○令和５年度は、全ての工事を発注者指定で週休２日工事（閉所型・交替制のいずれか）を実施
（月単位の週休２日への移行期間）
週休２⽇モデル⼯事の補正係数は、移⾏期間として令和５年度までは継続

○令和６年度以降、月単位での週休２日の実現を目指す
柔軟な休⽇の設定や経費補正の修正を令和５年度に検討

※北海道開発局においては、
本官工事のうち２．５億円
以上のものを対象

本官⼯事

分任官⼯事

※北海道開発局においては、
２．５億円未満の本官工事
及び分任官工事を対象

週休２⽇⼯事の発注⽅針

発注者指定 完全週休２⽇（⼟⽇祝⽇閉所）

発注者指定 週休２⽇

受注者希望

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 以降

70%⽬標

50%⽬標

令和５年度の直轄土木工事の発注方針

⽉単位での週休２⽇
の実現を⽬指す

⽉単位での週休２⽇
の実現を⽬指す

※仕様書、監督・検査
の基準類、工期設定
指針を改正

※仕様書、監督・検査
の基準類、工期設定
指針を改正

※柔軟な休日の設定や経費補正
の修正をR5に検討

※柔軟な休日の設定や経費補正
の修正をR5に検討

24

公共工事現場の統一現場閉所（九州・沖縄ブロック）

九州・沖縄ブロックにおいて、令和５年度は４月２２日（土）・８月１２日（土） ・
１１月１１日（土） ・１月１３日（土）を統一現場閉所日に設定

令和５年度の九州・沖縄ブロック統一ポスター

【関係機関】
国 ：九州地方整備局、沖縄総合事務局
県 ：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、

宮崎県、鹿児島県、沖縄県
政令市：北九州市、福岡市、熊本市

【ポスターの掲載場所】
・各機関の関連施設（庁舎・道の駅等）
・施工中の工事現場
・各県建設業協会など

ご協力をお願いいたします。
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１．新・全国統一指標

◆工事
③低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

◆業務
②低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況

（ダンピング対策）

26

取組状況
Ｈ２７. ２ 総務省と連名で、ダンピング対策の強化（未導⼊の団体における早急な制度

の導⼊、公表時期の⾒直し）を要請
Ｈ２８. ２ 総務省と連名で、ダンピング対策の強化を再度要請
Ｈ２８. ４ 低⼊札価格調査基準の改定（現場管理費の算⼊率を0.80→0.90に引上げ）
Ｈ２８.10 総務省と連名で、ダンピング対策の強化を再度要請
Ｈ２９. ２ 総務省と連名で、ダンピング対策の強化を再度要請
Ｈ２９. ４ 低⼊札価格調査基準の改定（直接⼯事費の算⼊率を0.95→0.97に引上げ
Ｈ３１. ４ 低⼊札価格調査基準の改定（調査基準の範囲を0.70〜0.90→0.75〜0.92に引上げ)

＜未導⼊団体の推移＞
Ｈ１８ ４８４ 団体

Ｈ２０ ３５９ 団体

Ｈ２４ ２３２ 団体

Ｈ２９ １２６ 団体
Ｈ３０ １０９団体

Ｒ１ ９５ 団体

Ｒ２ ８８団体

※Ｈ３０．８．１時点

＜未導⼊団体の分布＞

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切
な活用を徹底する。予定価格は、原則として事後公表とする。

【工事＋業務/必ず実施】低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底等

低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の公表時期 ～導入済団体の約１割は事前公表～

区 分 都道府県 指定都市 市区町村

低入札価格調査基準価格
の事前公表

2 0 53
4.3% 0% 7.0%

最低制限価格
の事前公表

2 1 136
4.5% 5.0% 9.0%

区 分 都道府県 指定都市 市区町村

いずれかの制度を
導入済み

47 20 1626
100.0% 100.0% 94.5%

いずれの制度も未導入
0 0 95

0% 0% 5.5%

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の導入状況 ～95団体が未導入～
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【参考】低入札価格調査基準の計算式の改定（工事）

※計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った（下回った）場合には、上限（下限）値で設定。

【範囲】

予定価格の

7.5/10～9.2/10

の範囲内で設定

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×消費税

現行 R4.4.1～

【範囲】

予定価格の

7.5/10～9.2/10

の範囲内で設定

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.68

上記の合計額×消費税

低⼊札価格調査基準とは
■ 予算決算及び会計令第８５条に規定
■ 「当該契約の内容に適合した履⾏がされないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準
■ この基準に基づいて算出した価格を下回った場合には、履⾏可能性についての調査を実施

履⾏可能性が認められない場合には、落札者としない。

低⼊札価格調査基準の計算式の改定について

○令和４年4⽉1⽇以降に⼊札公告を⾏う⼯事を対象に、低⼊札価格調査基準の計算式を改定。
「⼀般管理費等×0.55」 ⇒ 「⼀般管理費等×0.68」

28
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２．九州独自指標

◆工事
①最新の積算基準の適用条件及び基準対象外の際の

対応状況

30

これにより
設計労務単価・技術者単価はH25年度の改訂から11年連続で引き上げ

設計労務単価 H24〜R5 ⇒ 約66%増
技術者単価  H24〜R5 ⇒ 約40%増

公共⼯事の設計労務単価（全国平均）
R5 全職種平均 ２２，２２７円 （令和4年3⽉⽐ +5.2%）

設計業務委託等の技術者単価
R5 全職種平均 ４４，４５５円 （令和4年3⽉⽐ +5.4％） ※令和5年3⽉より適⽤

【工事＋業務/必ず実施】①予定価格の適正な設定

予定価格の設定に当たっては、市場における労務単価及び資材・機材等の取引価格、工期、
施工の実態等を的確に反映した積算を行う。また労務費、機械経費、間接経費を補正するなど
により、週休２日等に取り組む際に必要となる経費を適正に計上する。

令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価・設計業務委託等技術者単価について
単価設定のポイント

■公共工事設計労務単価

・最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定

・必要な法定福利費相当額や義務化分の有給休暇取得に要する費用のほか、時間外労働時間

を短縮するために必要な費用を反映

・元請企業から技能者に対して直接支給している手当を反映（下請企業を経由する手当は従前より反映）
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２．九州独自指標

◆工事
②設計変更ガイドラインの策定・活用状況

32

受発注者間で認識・解釈の違いが出ないよう、設計変更ガイドラインを改定し、以下の内容等を明記

設計変更ガイドラインの改定（全地⽅整備局等で改定済み）
設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、発注者と受注者がともに、設計変更が可能なケース、

不可能なケース、⼿続きの流れ等について⼗分理解しておく必要がある。

関東地方整備局の事例（H27.6改定）

１．「改正品確法の趣旨を記載」について
・改正品確法の基本理念により、受発注者が対等の立場であることを記載し、適切に設計及び工期の変更を行うことを記載

２．「土木工事条件明示の手引きの作成」について
・条件明示の確認に不足が生じないよう受発注者の認識の共有化を図る「土木工事条件明示の手引き（案）」を作成

３．「設計照査ガイドラインの作成」について
・受発注者間の照査の解釈の違いを解消するため、照査項目のチェックリストを含んだ「設計照査ガイドライン」を作成

４．「設計変更」について
・設計変更に伴う費用の増減概算額について、受発注者間で認識共有を図るため、契約変更に先立って行う指示書に概算額を明
示することを記載

５．「工事一時中止」について
・工事一時中止についても、設計変更と同様に指示書及び基本計画書に増加概算額を明示することを記載

６．「工期短縮」について
・受注者は工期短縮計画書を作成し、受発注者間で協議することを明記

【工事/必ず実施】 適切な設計変更

設計図書に示された施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない場合等におい
て、設計図書の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の変更を適切
に行う。その際、工期が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用する。
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【業務/必ず実施】 適切な設計変更

設計図書に示された設計条件と実際の条件が一致しない場合等において、設計
図書の変更及びこれに伴って必要となる契約額や履行期間の変更を適切に行う。そ
の際、履行期間が翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費を活用する。

土木設計業務等変更ガイドラインの運用（全地方整備局等に通知済み） H27.3～

設計変更の手続きの流れ・留意点等の受発注者共通認識や円滑な契約変更・業務執行等を目
的とし、平成２７年３月から本ガイドラインの運用を開始。

受発注者間で認識・解釈の違いがでないよう

以下の内容等を明記

・土木設計業務等の特性

・発注者・受注者の留意事項

・土木設計業務等の変更の対象となり得るケース

⇒設計変更に係る基本事項や変更・指示におけ

る留意事項を記載

・土木設計業務等の変更の対象とならないケース

・土木設計業務等の変更の手続フロー

34

２．九州独自指標

◆業務
①ウィークリースタンスの実施
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いきいき現場づくり【業務版】

① ウィークリースタンスの実施
② 業務スケジュールの適切な管理
③ ワンデーレスポンス
④ 円滑な業務を実施するための情報共有
⑤ 合同現地踏査
⑥ 業務適正履行協議（中間打合せ）
⑦ 意見の窓口

推進のための施策

36

建設投資の急激な減少や競争の激化により建設産業界の経営を取り巻く
環境が悪化し、現場の技術者の高齢化や若年者の減少といった問題が生じ
ています。

中長期的には、建設産業界の担い手不足や設計成果の品質低下が懸念さ
れます。

これらの課題に対応しその担い手や品質向上を確保するためには、受発
注者間において、より一層の意思疎通を図り連携していくことが重要です。

そのため、受発注者において、｢いきいき現場づくり【業務版】｣を参考
に、相互の意思疎通の強化を図ることにより成果物の品質の向上を目指し、
また、労働環境の改善を図ることにより、魅力ある建設業界の創造を目指す
ものです。

○基本理念
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受注者の技術者からの意見や質問、
改善策を受け付ける。

【目的】受発注者間の連携を強化し、更なる調査・設計業務の品質確保や
労働環境改善等を図る。

受発注者合同で現地調査を行い、現
地状況の意思疎通を図る。

受発注者双方の問い合わせ等に対し、
早期に課題解決できるよう連携強化を
図る。

受発注者で業務の適切な執行と工期
の確保等のため、業務の中間打合せ等
で業務履行上の課題や問題点の解決を
図る。

受発注者間の連携を図り、業務の円
滑化・効率化を図る取組を実施する。

○ いきいき現場づくり【業務版】推進のための施策

◆「いきいき現場づくり」の施策は以下の通り。

受発注者相互で労働環境改善に向け
た仕組み作りを実施する。

⑤合同現地踏査

③ワンデーレスポンス

⑦意見の窓口

④円滑な業務を実施するための情報共有

⑥業務適正履行協議（中間打合せ）

①ウィークリースタンスの実施

全業務の受発注者双方が役割分担を
明確化し、打合せ時に業務進捗状況を
適切に管理する。

②業務スケジュールの適切な管理

38

概要

目的 ○受発注者相互で労働環境改善に向けた仕組み作りを実施する。

○九州地方整備局が発注するすべて業務において、労働環境改善につながる取り組みを実施

する。なお、受発注者間で、業務着手時打合せで以下に示す全項目に原則取り組む。

○取組内容については、定時退社などの労働環境改善の取り組みが各企業で異なることが考

えられるため、以下に示す項目を参考として、受発注者間で調整のうえ取り組む。

１）月曜日は依頼の期限日としない
２）金曜日は依頼しない
３）週１回以上は定時に帰るよう心がける
４）１７時以降の打合せは行わない
５）その他、取り組みが必要と思われる内容

① ウィークリースタンスの実施 ～平成29年度から本格実施～

調整

実施体制

○発注者＋受注者 （業務着手時の打合せで調整。業務計画書に記載する。）

受注者の勤務形態や業務形態に応じて、取り組みを受発注者間で調整し、取り組む。

発注者 受注者

水曜日はお互い定時に帰る事にしようか。
あと勤務時間外の打合せはやめよう。

土日は休日なので金曜日の依頼と
月曜の期限避けて頂きたい。

【取組内容の決定】
１）月曜日は依頼の期限日としない
２）金曜日は依頼しない
３）週１回以上は定時に帰るよう心がける
４）１７時以降の打合せは行わない
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その他

概要

目的

② 業務スケジュールの適切な管理 ～平成30年度から本格実施～

○業務の受注者は、契約後速やかに業務スケジュール管理表（以下管理表）を作成し、発注者
の承諾を得る。

管理表の記載項目例（作業内容、工程、発注者が行うべき※条件明示内容、受発注者の検討期限等）

○全業務の受発注者双方が役割分担を明確化し、打合せ時に業務進捗状況を適切に管理する。

○発注者は管理表に記載された測量・調査・設計条件等に関する質問等に迅速に対応し、回
答待ちによる作業時間・照査時間の短縮を防ぎ、適切な業務の実施に努める。

※条件を明示する前提条件として、「設計が進捗しなければ判断できない項目」、「関係者との協議が必要な項目」もあること
から、あらかじめ当該項目については明示可能な時期等を受注者と合意しておく事も必要。

○受注者は、管理表を業務進捗にあわせ常時最新の情報に更新する。
○全業務※において、作業項目毎の履行期間の蓄積等のため、
○｢業務スケジュール管理表【履行期間設定支援型】｣様式を使用する。
※平成31年度より、検討業務においては「業務スケジュール管理表【検討業務型】」様式になります。

○詳細設計については、「業務履行期限設定支援ツール」の活用を原則※とする。
※業務履行上やむを得ない事情等により履行期間の設定支援ツールを活用することが適切でないと判断される場合を除く。

実施体制

○業務発注担当課＋受注者（コンサル等）

発注者 コンサル等
管理表

（進捗状況共有）

A案でどうか？ 3日後の地元説
明後に回答しま
す。

承諾

発注者

立案・協議

・全体履行期間の設定・提示
・履行状況の把握

・工程の詳細設定
・業務計画協議
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確認・
協議

その他

実施体制

概要

目的 ○受発注者双方の問い合わせ等に対し、早期に課題解決できるよう連携強化を図る。

○業務実施中に受注者より設計上検討に関する質問・協議があった場合には、その日に

回答することを原則とする。

○なお、回答に検討期間を要する場合は、回答が可能な日を受注者に通知する。

※確認・協議に対する回答については、主任調査職員等による書面で行う。

○業務発注担当課＋受注者（コンサル等）

○受注者は、業務進捗に合わせて、適切な時期に確認・協議を行う。

※確認・協議事項の優先順位や重要度を示した上で、検討期間も踏まえ、適切な時期に

行う。

発注者 受注者（コンサル等）

A案でどうか？ 3日後の地元説
明後に回答しま
す。

受注者
発注者

③ ワンデーレスポンス ～平成23年3月から実施～
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概要

目的 ○受発注者間の連携を図り、業務の円滑化・効率化を図る取組に努める。

○成果品のアウトラインやスケジュールの共有に努めるものとし、業務着手時の打合せにおいては、受発注

者共に、業務に係わる関係者のうち責任のある立場のものが出席するものとする。

○メール等の情報伝達の際、調査員と管理技術者のみで行わず、業務に係わる関係者全体で情報を共有し

ながら、円滑な業務履行を図る。なお、情報共有者は業務着手時の打合せで、受発注者間で協議し決定する。

④ 円滑な業務を実施するための情報共有～平成29年度から実施～

実施体制

○発注者【関係者】＋受注者【関係者】

調査員 管理技術者

忙しくて、対応できてません。
1週間待ってください。

例の他工事（業務）との調整は
どのような状況ですか？個々のメールでの対応

【発注者側】
主任調査員

調査員
（副所長など
関係者）

【受注者側】
管理技術者
担当技術者
（照査技術者
など関係者）

クループメールなどで対応
（Outlookの連絡帳など）

（）は必要に応じて対応 （）は必要に応じて対応
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その他

実施体制

概要

目的 ○受発注者合同で現地調査を行い、現地状況の意思疎通を図る。

○設計に際し留意すべき各種現地の情報や状況を関係者が一同に会し共有する事により、
現地の詳細状況や制約等を成果品に反映させる。

事例：設計条件、施工の留意点、関連事業や計画の進捗、用地取得状況、

進入路、施工ヤード、周辺施設、用排水路等

○業務発注担当課＋工事監督者等＋受注者（コンサル等）

・発注担当課とは、主任調査職員または調査職員

・受注者とは、管理技術者、担当技術者

・工事監督員等とは、当該業務に関連のある事業箇所の監督職員、

事業箇所の監督職員が未定の場合は、主任監督員として見込まれる者等

○業務内容に応じて、「参加者の選定」と「適切な開催時期」を検討する。

○事前に確認事項を整理する等、効率的な合同現地踏査の実施に努める。実施後は、実施内容につい

て記録等をし、受発注者間での情報共有を徹底する。

（事例：議事録、合同現地踏査時の情報を平面図に落とし、参考資料として成果に添付するなど）

発注担当課 工事監督員等

コンサル等

現 地

主任調査職員

または

調査職員

監督職員

または
主任監督員と見込まれる者

管理技術者

⑤ 合同現地踏査 ～平成23年3月から実施～
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概要

目的 ○受発注者で業務の適切な執行と工期の確保等の解決のため、業務履行上の課題や問題点の解決を図る。

発注者と受注者が設計変更の適切な執行と、その変更に伴う適正な工期を確保することを

協議する他、業務履行上の課題や問題点等についても中間打ち合わせ等で協議する。なお、

打合せ対象者は、業務を追加する場合などその都度受注者間で協議し決定する。

⑥ 業務適正履行協議（中間打合せ） ～平成29年度から実施～

業務適正履行協議（イメージ）

（副所長）、主任調査員、調査員、関係者
管理技術者、担当技術者、（関係者）

実施体制

【例２】

発注者 受注者

検討項目を追加したいが、検討内容と
工期とか大丈夫かな？ 検討項目は、それで十分でだけど、

工期は1ヶ月ほしい。
【会議の結果】
・検討項目の追加
・工期の延伸が決定

よりよい成果物が出来るため、
検討ケースを増やそう。
工期は大丈夫かな。

検討を進めていたら、良い案が出てきたけど、
検討ケースを増やせないかな？

【会議の結果】
・検討ケースの増
・工期の延伸が決定

○発注者【関係者】＋受注者【関係者】）

【例１】

１
２

１２

（）は必要に応じて対応
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意見の窓口
（ホームページ）

実施体制

概要

目的 ○受注者の技術者からの意見や質問、改善策を受け付ける。

○九州地方整備局発注の業務に従事されている又は従事された技術者からの意見を対象

に、「意見の窓口」を活用し業務履行業者と円滑な意思疎通が図られることを目指す

○九州地方整備局＋履行業者（随時受け付け）

九州地方整備局

回答投稿

⑦ 意見の窓口 ～平成27年11月から実施～

意見投稿

履行業者

その他
◇意見の窓口URL（平成27年11月から実施）

http://www.qsr.mlit.go.jp/s_top/ikiiki/iken2.htm
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３．新・全国統一指標と九州独自指標の目標値
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九州ブロック方針 目標値（Ｒ６）

《指標①》
　地域平準化率（施工時期の平準化）

（４～６月期の工事平均稼働件数）
／（年度の工事平均稼働件数）

《指標②》
　週休2日対象工事の実施状況（適正な工期設定）

週休2日対象工事件数（公告）／週休2日公告対象件数

《指標③》
　低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）

（低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定した入札件数）
／（年度の発注工事件数）

※年度の発注件数は、随意契約を除く発注件数

《指標④》
　地域平準化率（履行期限の分散）

（第4四半期[１～３月]に完了する業務件数）
／（年度の業務稼働件数）

《指標⑤》
　低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定状況（ダンピング対策）

（低入札価格調査基準又は最低制限価格を設定した入札件数）
／（年度の発注業務件数）

※年度の発注件数は、随意契約を除く発注件数

各発注機関（国、県、政令市）において、以下の取り組みを行う
ことにより、より一層の履行期限の分散を推進する。
 計画的な発注の推進（早期発注や債務負担行為の適切な
活用）
 適切な工期の設定
 余裕期間の設定
 工期が複数年度にわたる業務等への適切な対応

Ｒ６年度までに九州ブロックにおける

地域平準化率（九州ブロック単位）０．４０を
目指す。

各発注機関（県、政令市）の実情を踏まえ、ダンピング対策とし
て低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定率を上げて
いく。

Ｒ６年度までに九州ブロックにおける

実施率（九州ブロック単位）１．００を目指す。

指標分類

工
事

各発注機関（国等、県、市町村）において、以下の取り組みを
行うことにより、より一層の施工時期等の平準化を推進する。
 計画的な発注の推進（早期発注や債務負担行為の適切な
活用）
 適切な工期の設定
 余裕期間の設定
 工期が複数年度にわたる工事等への適切な対応

Ｒ６年度までに九州ブロックにおける

地域平準化率（九州ブロック単位）０．８０を目指す。

各発注機関（国等、県、政令市）における週休２日実施困
難工事以外の発注工事については、全て週休２日対象工事
とすることを目指す。

Ｒ６年度までに九州ブロックにおける
週休2日対象工事率（九州ブロック単位）

１．００を目指す。

各発注機関（県、市町村）の実情を踏まえ、ダンピング対策とし
て低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定率を上げて
いく。

Ｒ６年度までに九州ブロックにおける

実施率（九州ブロック単位）１．００を目指す。

業
務

新・全国統一指標のＲ６目標値
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九州独自指標のＲ６目標値

九州ブロック方針 目標値（Ｒ６）

《指標①》
　最新の積算基準の適用状況及び基準対象外の際の対応状況
　(見積もり等の活用)

【適用・対応率（ａの機関数／全機関数）】
ａ：最新の積算基準を適用し、かつ、基準範囲外の場合の要領※を
　　整備し活用
ｂ：最新の積算基準を適用しているが、基準範囲外の場合の要領※は
　　整備していない
ｃ：その他
（※基準以外に一定のルールを定めている場合を含む）

《指標②》
　設計変更ガイドラインの策定・活用状況

【策定・活用率（ａの機関数／全機関数）】
ａ：ガイドラインを策定・活用し、これに基づき設計変更を実施
ｂ：設計変更ガイドラインは未策定だが、必要に応じて設計変更を実施
ｃ：設計変更を実施していない

《指標③》
　ウィークリースタンスの実施の状況

【実施率（ａの機関数／全機関数）】
ａ：特記仕様書へウィークリースタンスの実施を位置付けている
ｂ：特記仕様書へウィークリースタンスの実施を位置付けていない

指標分類

工
事

全ての発注機関（国、法人等、
県、市町村）で最新の積算基準
を適用し、かつ、基準範囲外の
場合の要領を整備し活用するよ
うに改善を図る。

Ｒ６年度までに九州ブロックにおける
適用・対応率１．００を目指す。

全ての発注機関（国、法人等、
県、市町村）で設計変更ガイド
ラインを策定し、これに基づき
適切な設計変更を行うように改
善を図る。

Ｒ６年度までに九州ブロックにおける
策定・活用率１．００を目指す。

業
務

全ての発注機関（国、法人等、
県、市町村）で、ウィークリー
スタンスの実施を位置付けるよ
うに改善を図る。
※災害等の緊急を要する業務に
ついては対象外とする。

Ｒ６年度までに九州ブロックにおける
実施率１．００を目指す。
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